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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年１１月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２９年５月１６日 ０５時００分ごろ 

発生場所 青森県風間浦村下風呂
し も ふ ろ

漁港東方沖 

下風呂港北防波堤灯台から真方位０９０°１,０００ｍ付近 

 （概位 北緯４１°２８.３′ 東経１４１°０６.３′） 

事故の概要 漁船第八白
はく

龍
りゅう

丸は、操業中、甲板員が右手をローラに巻き込まれ

て負傷した。 

事故調査の経過  平成２９年５月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八白龍丸、４.６トン 

 ＡＭ３－５００３２、個人所有 

 １１.７０ｍ×２.９０ｍ×１.１５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３３０kＷ、平成９年５月１６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６３年２月５日 

  免許証交付日 平成２４年１２月２５日 

         （平成３０年２月４日まで有効） 

甲板員 男性 ８６歳 

 操縦免許 なし 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 １ 

海象：うねり 波高約２ｍ 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、下風呂漁港東方沖の漁場にお

いて、たこ
．．

籠漁の操業を開始した。 

本船は、甲板員が、前部甲板の右舷側ブルワーク上に設置された巻

揚げ機を使用し、船長が、甲板員の船尾方でたこ
．．

籠からたこ
．．

を取り出

し、左舷側の甲板上にたこ
．．

籠を積み重ねるなどの整理を行い、揚げ籠

を行っていた。 
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 甲板員は、巻揚げ機で幹縄及び瀬縄を巻き取ってたこ
．．

籠を揚げ、３

個目のたこ
．．

籠を揚収しようとしていた際、海中に入っているたこ
．．

籠が

海底に下がっていくのを防ごうと右手で幹縄を持って巻揚げ機のロー

ラ（以下「本件ローラ」という。）に更に巻きを増やそうとしたとこ

ろ、平成２９年５月１６日０５時００分ごろ、幹縄を持っていた右手

が本件ローラに巻き込まれて負傷した。 

船長は、甲板員に背を向けてたこ
．．

籠の整理をしていた際、痛いとい

う叫び声を聞いて振り返ってすぐに巻揚げ機の船首方に向かい、荷台

に掛けられた巻揚げ機のスイッチを切って本件ローラを停止させたと

ころ、しゃがみ込んだ甲板員が右手に怪我を負っているのを認めた。 

船長は、家族に連絡して救急車の要請を依頼するとともに、本船を

操船して下風呂漁港に戻り、甲板員を救急車に引き継いだ。 

甲板員は、病院に搬送され、右手首骨折等と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本船のたこ
．．

籠漁は、直径約１５mm、長さ約３００ｍのロープを幹縄

とし、幹縄の両端には、直径約１２mm、長さ約３０ｍの瀬縄をつな

ぎ、瀬縄の海底側には二爪錨を取り付け、幹縄には約１０ｍ間隔で直

径約１０mm、長さ約３ｍの枝縄を約２５本接続し、各枝縄の先端にた
．

こ
．
籠を取り付けていた。 

本船は、本事故当時、波高約２ｍのうねり
．．．

により船体が上下動した

際、本件ローラに２巻された幹縄に緩みが生じることがあった。 

甲板員は、本事故後、右手がどのようにして本件ローラに巻き込ま

れたのか記憶がなかった。 

甲板員は、右手の負傷状況から、船長が巻揚げ機のスイッチを切る

前に巻き込まれた右手を引き抜いたのではないかと本事故後に思っ

た。 

船長は、甲板員の右手が本件ローラから外れたのは、巻揚げ機のス

イッチを切った後、本件ローラに巻かれた幹縄がたこ
．．

籠の重みで海側

に引っ張られたからではないかと本事故後に思った。 

甲板員は、カッパの上下、ゴム長靴、ゴム手袋及び救命胴衣を着用

していた。 

甲板員は、持病はなく、健康状態は良好であった。 

 甲板員は、約６０年間の漁師経験があった。 

（付図２ たこ籠漁概略図 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

不明 

本船は、下風呂漁港東方沖でたこ
．．

籠漁の揚げ籠作業中、甲板員が、

本件ローラに更に巻きを増やそうとした際、幹縄を持っていた右手が
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本件ローラに巻き込まれたことから、右手を負傷したものと考えられ

る。 

甲板員は、右手を幹縄と本件ローラとの間に挟まれた可能性がある

と考えられるが、甲板員に本事故当時の記憶がないことから、右手を

本件ローラに巻き込まれた状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、下風呂漁港東方沖でたこ
．．

籠漁の揚げ籠作業中、

甲板員が、本件ローラに更に巻きを増やそうとした際、幹縄を持って

いた右手が本件ローラに巻き込まれたことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・巻揚げ機を使用する際は、手元の状況を確認するなどローラに身

体の一部を巻き込まれないように注意して作業を行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年５月１６日 

０５時００分ごろ発生） 
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付図２ たこ籠漁概略図 

 

 瀬縄  

 
たこ籠 

幹縄 直径約 15mm 

長さ約 300ｍ 

瀬縄 直径約 12mm 

長さ約 30ｍ 

二爪錨 

枝縄 (25 本) 

 直径約 10mm 

長さ約 3ｍ 

たこ籠 

たこ籠 

たこ籠 

二爪錨 枝縄 

枝縄 

枝縄 

間隔約 10ｍ 

間隔約 10ｍ 

間隔約 10ｍ 


